
  

  

 

 

 

 

 

「おかしい」と思ったら一人で悩まずご相談ください。
　最近は、みなさんの日々の生活にもようやく落ち着きが戻ったように見受けられます。

ただ、消費生活の観点から見てみると、コロナ禍を経て私たちの生活様式は大きく変化

し、インターネット通販による商品やサービスの購入の増加に伴い、関連するトラブルも

多発しています。

　昨年度の全国的な消費生活関連の相談内容は、依然として、インターネット通販に関す

る相談が多く見られました。

　本市においても、インターネットに関するものをはじめ、架空請求や多重債務、過去の

借金に関するものなど、さまざまな相談が寄せられています。

　次のページで本市に寄せられた相談事例をお知らせしますので、「何かおかしい」と

思ったら、一人で悩まず、すぐに消費生活センターへご相談ください。

消費生活センターに多く寄せられている相談内容

通信販売 架空請求 インター
ネット関連

借家・賃貸
アパート 携帯電話 多重債務
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佐世保市消費生活センター
佐世保市八幡町１番10号（市役所12階）

☎0956-22-2591
■業務時間…８：３０～１７：１５
■閉　所　日…土・日・祝日、年末年始

佐世保市
水 道 局 亀山八幡宮

佐世保市役所
１２階

至佐世保駅方面

市営高砂
駐車場

佐世保川

保健福祉部
保健所

至俵町方面

ココ

【相談をする際の注意点】
１．相談は佐世保市民の方からのみお受けしております。
２．事業者の方からの相談はお受けしておりません。

 

消費生活センターに電話で相談するときは

（局番なし）

188
※消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を
　ご存じでない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口を案内することによって、
　消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
※消費者ホットラインに電話すると、お住まいの近くにある消費生活センターや相談
　窓口につながります。
　
　

消費者
ホットライン

消費生活センターの業務あれこれ

市民の皆さまの消費者被害防止や消費者の自立を支援するため、
センター職員が公民館等に出向いて講座を行っています。
講座内容の一例
●消費生活センターに寄せられた相談事例の紹介
●悪質商法に遭わないために　など
※町内会などのグループでお申し込みください。
※平日の 9時～ 16時に、1～ 2時間程度で行います。
※講座内容のご希望があれば、ご相談ください。
※講師料や交通費は不要です（ただし、会場使用料が発生する場合
はご負担ください）。

消費生活出前講座 講師料
不要

法律の専門知識を必要とする相談の適切な問題解決のために、下記
の日程で「無料弁護士相談」を行っています。
1件当たりの相談時間は 30分間までです。
日　時　毎月第３火曜日　13:00 ～ 16:00
場　所　消費生活センター
※弁護士相談には予約が必要です。まずは消費生活センターで事前に相談内容の聞
き取りをさせていただきます。

無料弁護士相談（消費者トラブルについてのみ）

計量業務

毎週
第3火曜

　計量業務は、スーパーや病院、学校などにあるはかりや体重計
が正しいかどうかを検査するのが主な仕事です。
　消費生活センターでは、相談業務のほかに、この計量に関する
業務も行っています。
　もし、はかりが正しくなければ、例えば消費者である皆さんが
毎日買う肉や魚などの値段が変わってしまい、場合によっては皆
さんが損をしてしまうこともあるでしょう。
　計量は皆さんの消費生活に密接に関わっています。
　また、消費生活センターでは、家庭用のはかりについて、正しい重さが計られているか無料で
検査をしております。お問い合わせは消費生活センターまで！



  

こんなトラブルありませんか ?

「なんかおかしい」「本当かな？」と思ったら、一人で悩まないで、すぐに消費生活センターへご相談ください。

電話で「海産物の商品が余って
いるので安く販売している」と
言われて、つい買ってしまった
が、商品が本当に届くのか心配
だ。

賃貸アパートを退去したが、敷
金がもどらず、高額な修理代を
請求された。

訪問してきたリフォーム業者か
ら「無料で点検します」と言わ
れ点検してもらった。点検後、

「すぐに工事しないと危険」と言
われ契約し、工事費を前金で支
払ったが、一向に着工しない。

月々の電話代が安くなると言わ
れ光電話の契約をしたが、工事
費用がかかった上に電話代が高
くなってしまった。

子どもがスマートフォンのゲー
ムで遊んでいたところ、知らな
いうちに有料のアイテムを購入
し、高額の請求を受けてしまっ
た。

一回限りのつもりで購入したら、
定期購入となっており、2 回目
以降高額な請求書が届いた。

契約トラブル

詐欺サイト

SNS を見ていたら、ブランド品が安いという広告があったので
申し込みをしたが、商品が送られてこない。

架空請求

販売業者及び債権回収業者から
訴状が提出された旨の郵便が届
いた。民事訴訟を起こして給料
等を差し押さえると書かれてい
る。身に覚えはないが不安だ。

商品事故報告

古い電化製品を使用していた
ら、突然発火した。

情報商材・副業サイト

ホームページを作ってアクセスを増やすだけ、動画を上げるだけなど、簡単に
お金儲けができるノウハウ（情報）を販売するという広告を見て契約をしたが、
思うように儲からない。儲からないことを業者に申し出ると、さらに高額なサ
ポート契約を勧められ、お金が無いため借金までして契約してしまった。

  

こんなトラブルありませんか ?

。

架空請求

販売業者及び債権回収業者から
訴状が提出された旨の郵便が届
いた。民事訴訟を起こして給料
等を差し押さえると書かれてい
る。身に覚えはないが不安だ。

突然のメールで、有料サイトの
登録料が未納だから支払うよう
に督促がきた。私は、登録した
覚えはない。

商品事故報告

古い電化製品を使用していた
ら、突然発火した。

食品の中に異物が入っていた。

情報商材・副業サイト

ホームページを作ってアクセスを増やすだけ、動画を上げるだけなど、簡単に
お金儲けができるノウハウ（情報）を販売するという広告を見て契約をしたが、
思うように儲からない。儲からないことを業者に申し出ると、さらに高額なサ
ポート契約を勧められ、お金が無いため借金までして契約してしまった。

ご存知ですか？
クーリング・オフ制度

　クーリング・オフができる取引は、法律で定めら
れています。
　訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売などの場合は、
契約した日（書面交付を受けた日）を含め 8 日以内
なら無条件で解約することができます。マルチ商法、
内職商法は書面交付を受けた日から 20 日間です。
※通信販売などにはクーリング・オフ制度はありません。

● クーリング・オフ通知は簡易書留か特定記録
郵便で送りましょう

● 通知した証拠としてハガキの両面のコピーを
とっておきましょう。

● クレジット契約の場合にはクレジット会社に
も送りましょう。

クーリング・オフ通知の記入例

○○県○○市○○町○番○号

××株式会社
代表者  様

はがき（表面）

通知書
次の契約を解除します。
契約年月日　○年○月○日
商品名　　　○○○○○○
契約金額　　○○○○円
販売会社　　××株式会社
　　　　　　△△営業所
　　　　　　担当者　□□□□
支払った代金○○○○円を返金
し、商品を引き取って下さい。

通知年月日　○年○月○日
住所、氏名

はがき（裏面）

　クーリング・オフ期間を過ぎたり、対象外
の契約であっても解決できる場合があります
ので、まずはセンターへご相談ください！

ポイント

※ 2022 年 6 月 1 日に法律が改正され、電子メール、ウェブサ
イトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS などの「電磁的記
録」によるクーリング・オフが可能になりました。FAX を用い
たクーリング・オフも可能です。契約書を確認し、電磁的記録
によるクーリング・オフの具体的な通知方法が記載されている
場合には、それらを参照した上で通知を行うようにしましょう。

督促状
サイト登録料
未納

簡単に
お金儲けが
できる方法


